


 

 

令 和 ７ 年 ６ 月 ２ ３ 日 

 

 

令和７年度第３回東京都私立学校審議会（第８４９回）議案 

 

【専修各種学校関係】 

〔今回諮問〕 

学校廃止 

議案第１号 ヘレン・ケラー学院の廃止認可について（新宿区） 

 

法人解散・学校廃止 

議案第２号 学校法人武蔵学園の解散認可について（豊島区） 

議案第３号 武蔵高等予備校の廃止認可について（豊島区） 

 

【幼稚園関係】 

〔今回諮問〕 

学校廃止 

議案第４号 中野小鳩幼稚園の廃止認可について（中野区） 

議案第５号 啓明学園幼稚園の廃止認可について（昭島市） 

議案第６号 ひばりヶ丘幼稚園の廃止認可について（西東京市） 

 

【小中高校関係】 

〔既諮問〕 

学校設置 

議案第７号 羽田国際中学校の設置認可について（大田区） 

 

〔今回諮問〕 

学則変更 

議案第８号 羽田国際高等学校の収容定員に係る学則変更認可について（大田区） 

 

 

 



 

議案第１号 

ヘレン・ケラー学院廃止要項 

１ 学校の名称 ヘレン・ケラー学院 

２ 位 置  新宿区大久保三丁目１４番地２０号   電話 ０３（３２００）０５２５ 

３ 廃止の時期  令和７年  月  日（認可のあった日） 

４ 廃止の理由 生徒数の減少により、学校運営の継続が困難となったため。 

５ 設 置 者 名 
 社会福祉法人東京ヘレン・ケラー協会（新宿区大久保三丁目１４番地２０号） 

理事長 奥村 博史 

６ 校 長 名  奥村 博史 

７ 生徒の処置  令和６年度末をもって全員卒業 

８ 教職員の処置  退職又は法人内で配置転換 

９ 指導要録等の 

  保管方法 
 新宿区において保管する。 

10 資産の処置  １  校      地   設置者において処置する。 

 ２  校      舎   設置者において処置する。 

 ３  教具校具等   設置者において処置する。 

  備     考  １  校  地   総面積    ６０６．００㎡ 

 ２  校  舎   総面積    ６３８．００㎡ 

 ３  総定員          ４０名（高等課程 ２０名、専門課程 ２０名） 

４ 法人が設置する学校   ヘレン・ケラー学院   

 昭和６１年３月３１日（新宿区） 

 

 



議案第２号 

学校法人武蔵学園解散要項 

１ 学 校 法 人 名  学校法人 武蔵学園（理事長 廣井 幸江） 

２ 法人事務所所在地  豊島区南池袋三丁目１３番１５号  電話 ０３（５９５１）２０６０ 

３ 解 散 時 期 令和 ７ 年  月  日（認可のあった日） 

４ 解 散 事 由 
寄附行為に定める理事会における理事総数の３分の２以上の議決及び 

評議員会の議決 

５ 清 算 人 予 定 者 
（理事長）廣井 幸江 

（理 事）廣井 胖、大坪 秀司、斎藤 清、伊藤 一馬、堀越 彰、林 耕太 

６ 資 産 の 処 置 （１）資  産 

   資産総額           ７０４，０９５，４０２円 

     （内訳）基本財産     ５５３，３０９，９６５円 

         運用財産     １５０，７８５，４３７円 

                  収益事業用財産          ０円 

（２）解散及び清算諸経費    ３７１，６００，０００円 

（３）差 引 残 余 財 産    ３３２，４９５，４０２円 

（４）残余財産の処分方法 

   残余財産が生じた場合は、私立学校法第１２５条第１項に基づき、全額これを 

  学校法人聖学院に帰属する。 

  備     考  １  学校法人設立認可年月日    昭和３６年５月６日（東京都） 

 ２  法人が設置する学校 

      武蔵高等予備校      昭和２８年１０月１０日 設置認可（豊島区） 

 



議案第３号 

武蔵高等予備校廃止要項 

１ 学校の名称  武蔵高等予備校(各種学校) 

２ 位    置  豊島区南池袋三丁目１３番１５号  電話 ０３（５９５１）２０６０ 

３ 廃止の時期  令和７年  月  日（認可のあった日） 

４ 廃止の理由  生徒数の減少及び財政状況の悪化により、学校の運営継続が困難となったため 

５ 設 置 者 名  学校法人 武蔵学園（理事長 廣井 幸江） 

６ 校 長 名  廣井 胖 

７ 生徒の処置  平成２９年度末をもって全員卒業 

８ 教職員の処置 平成３０年６月末までに退職又は解雇 

９ 指導要録等の 

  保管方法 
学校法人聖学院において保管する 

10 資産の処置  １  校      地   設置者において処置する。 

 ２  校      舎   設置者において処置する。 

 ３  教具校具等   設置者において処置する。 

  備     考  １  校  地   総面積       ２７０．０８㎡ 

 ２  校  舎   総面積     １，０９０．５８㎡ 

 ３  総定員   ２３０名 

４ 学校法人設立認可年月日  昭和３６年５月６日 設立認可（東京都） 

５ 法人が設置する学校 

   武蔵高等予備校      昭和２８年１０月１０日 設置認可（豊島区） 

 



 

   

議案第４号 

中 野 小 鳩 幼 稚 園 廃 止 要 項 

１ 学校 の名 称  中野小鳩幼稚園 

２ 位    置 中野区沼袋三丁目２１番７号 

３ 廃止 の時 期  令和 ７年  月  日（認可のあった日） 

４ 廃止 の理 由  園児数の減少に伴い、園の運営継続が困難になったため。 

５ 設 置 者 名  宗教法人清谷寺 

６ 園  長  名  根本 定子 

７ 園児 の処 置  令和６年度末をもって全員卒園又は転園 

８ 教職員の処置  令和６年度末をもって全員退職 

９ 指導要録等の 
引継方法 

 中野区に引き継ぐ 

10 資産 の処 置  (1) 園    地  所有者において処置 

 (2) 園    舎  所有者において処置 

 (3) 園具・教具等  所有者において処置 

11 備    考 
 

 (1) 園   地   総面積  １,０２７．２２㎡ 

(2) 園   舎   総面積    ５２８．６２㎡ 

 (3) 収 容 定 員             １２０名 

 (4) 設置認可年月日     昭和２９年 ３月２４日 

 

 



   

議案第５号 

啓 明 学 園 幼 稚 園 廃 止 要 項 

１ 学校 の名 称  啓明学園幼稚園 

２ 位    置 昭島市拝島町三丁目８番１３号 

３ 廃止 の時 期  令和 ７年  月  日（認可のあった日） 

４ 廃止 の理 由  園児数の減少に伴い、園の運営継続が困難になったため。 

５ 設 置 者 名  学校法人啓明学園（昭島市拝島町五丁目１１番１５号）理事長 夏坂 真澄 

６ 園  長  名  服部 恵美 

７ 園児 の処 置  令和６年度末をもって全員卒園 

８ 教職員の処置  令和６年度末をもって全員退職 

９ 指導要録等の 
引継方法 

 設置者において保管する。 

10 資産 の処 置  (1) 園    地  所有者において処置 

 (2) 園    舎  所有者において処置 

 (3) 園具・教具等  所有者において処置 

11 備    考 
 

 (1) 園   地   総面積  ２，６３５．００㎡ 

(2) 園   舎   総面積    ６３１．８２㎡ 

 (3) 収 容 定 員              １５０名 

 (4) 設置認可年月日    昭和４３年 ４月 １日 

(5)  法人が設置する学校 

    啓明学園高等学校  昭和１５年 ３月１６日設置認可（東京都） 

    啓明学園中学校   昭和２２年 ４月 １日設置認可（東京都） 

    啓明学園初等学校  昭和１５年 ３月１６日設置認可（東京都） 

 

 

 

 

 



 

   

議案第６号 

ひ ば り ヶ 丘 幼 稚 園 廃 止 要 項 

１ 学校 の名 称  ひばりヶ丘幼稚園 

２ 位    置 西東京市ひばりが丘四丁目１番１５号 

３ 廃止 の時 期  令和 ７年  月  日（認可のあった日） 

４ 廃止 の理 由  園児数の減少に伴い、園の運営継続が困難になったため。 

５ 設 置 者 名  宗教法人真教寺 

６ 園  長  名  齊藤 信也 

７ 園児 の処 置  令和６年度末をもって全員卒園 

８ 教職員の処置  令和６年度末をもって全員退職 

９ 指導要録等の 
引継方法 

 西東京市に引き継ぐ 

10 資産 の処 置  (1) 園    地  所有者において処置 

 (2) 園    舎  所有者において処置 

 (3) 園具・教具等  所有者において処置 

11 備    考 
 

 (1) 園   地   総面積  １６９６．６４㎡ 

(2) 園   舎   総面積   ８５４．３９㎡ 

 (3) 収 容 定 員              １２０名 

 (4) 設置認可年月日   昭和３５年 ５月１７日 

 

 



 

議案第７号  

羽 田 国 際 中 学 校 設 置 要 項 

１ 学校の目的 

本校は、教育基本法及び学校教育法に基づく併設型中高一貫校として、小学校を卒

業した者に対して、「清・慎・勤」の学園・校訓に則り、中等普通教育を施すことを

目的とする。 

２ 学校の名称 羽田国際中学校 

３ 位 置      大田区本羽田一丁目４番１号 

４ 開設の時期 令和８年４月１日（予定） 

５ 経費の見積 

及び維持方法 

この法人の設置する学校の経営に要する費用は、基本財産並びに運用財産中の不動

産および積立金から生ずる果実、授業料収入、入学金収入、施設設備資金収入、検定

料収入、補助金収入、寄附金収入、その他の運用財産をもって支弁する。 

６ 設 置 者 名      学校法人 簡野学園（大田区本羽田一丁目４番１号）理事長 簡野 裕一郎 

７ 校 長 名      簡野 裕一郎 

８ 収 容 定 員      

 

 

 

 

 

 

 

 

９ 校   地 総面積（全て中高共用）    8,955.54 ㎡ 

 （内訳）校舎敷地      3,924.34㎡ 

     運動場       3,818.89㎡ 

     その他       1,212.31㎡       

自己所有面積 8,955.54㎡ 

 所有者 

（氏名）学校法人簡野学園 

（住所）大田区本羽田一丁目4番1号 

 

10 校   舎 総面積               10,348.50 ㎡ 

   専用              475.75 ㎡ 

   共用         9,872.75 ㎡ 

 （校舎面積内訳） 

    普通教室(中学専用) 7室     475.75 ㎡    

特別教室      11室   1,362.50 ㎡ 

    図 書 室           2室     285.38 ㎡  

      保 健 室       1室    69.82 ㎡ 

   職 員 室     2室   220.68 ㎡          

便  所    23箇所     

（便器数 大61個、小28個） 

    廊下・階段等       5,394.36 ㎡           

   体 育 館           2,540.01 ㎡  

（構造） 

    鉄筋コンクリート造 地上４階 他 

自己所有面積    10,348.50 ㎡ 

 所有者 

（氏名）学校法人簡野学園 

（住所）大田区本羽田一丁目4番1号 

 

------------------------------------ 
※校地・校舎は同一敷地内にある高等学校と

共用 

 

※高等学校は、中学校の専用面積分が減

となったが、校舎の改修工事より全体

の総面積が増となったため、生徒一人

当たりの面積は増となった。 

 生徒一人当たり 13.37㎡→15.31㎡ 

  

11 教職員組織 
  校長（兼任）   1 名     養護教諭（専任）       1 名 

  教頭（専任）    1 名     事務職員（専任）       2 名 

  教員（専任）   17 名     事務職員（兼任）       1 名 

  教員（兼任）    3 名     学校医等（兼任）       3 名 

助手（専任）    1 名          合  計         30 名 

   
 
 

 

12  校具及び教具等  校具 451 点、 備品 57 点、 教具 790 点、 図書 9,466 点 

13 予 算 概 要      
 初年度（令和 8 年度）           次年度（令和 9 年度） 

 収入 102,710千円 支出 102,710千円   収入 177,640千円 支出 177,640千円 

14 付近の状況 
京浜急行空港線「糀谷駅」から徒歩約７分のところに位置しており、通学路には交

番や商店街があり、治安も良好である。 

  備   考 

１ 学校法人簡野学園 昭和２６年 ３月１２日設立認可 （東京都） 

２ 法人が設置する学校の名称及び設置認可年月日 

(1）羽田国際高等学校       昭和２３年 ３月１０日設置認可 (東京都) 

（2）簡野学園ふぞく幼稚園     昭和３０年 ２月１４日設置認可 (大田区) 

（3）簡野学園羽田幼児教育専門学校 昭和５１年 ７月 １日設置認可（大田区） 

基準教員 

７名 

基準 

1,620㎡ 

基準（運動場） 

3,600㎡ 

（単位：名）

中学校 高等学校 中学校 高等学校 中学校 高等学校 中学校 高等学校 中学校学級数
令和８年度 70 180 ― 250 ー 250 70 680    ２学級
令和９年度 70 180 70 180 ー 250 140 610 各学年２学級
令和10年度 70 180 70 180 70 180 210 540 各学年２学級
※高等学校は参考情報として記載 総定員 ２１０名

１年 ２年 ３年 合計



議案第８号  

羽田国際高等学校の収容定員に係る学則変更要項 

１ 学校の名称 羽田国際高等学校 （校長 簡野 裕一郎） 

２ 設 置 者 名      学校法人 簡野学園（大田区本羽田一丁目４番１号）理事長 簡野 裕一郎 

３ 位    置 大田区本羽田一丁目４番１号 

４  変 更 理 由      中学校の設置に伴い、高等学校の収容定員を減員する。 

５  変更年月日 令和８年４月１日（予定） 

６ 変 更 内 容      変  更  前 変  更  後 

  
収容定員 ７５０名（普通科） 

（１学年 ７学級 ２５０名） 

 

収容定員 ５４０名（普通科） 

（１学年 ５学級 １８０名） 

年度 １年 ２年 ３年 合計 

令和８年度 180 250 250 680 

令和９年度 180 180 250 610 

令和１０年度から 180 180 180 540 
 

７ 校   地 変  更  前 変  更  後 

 

 

 

総面積         8,955.54㎡ 

   （内訳）校舎敷地   3,924.34㎡ 

          運動場    3,818.89㎡ 

           その他    1,212.31㎡ 

 

 

総面積            17,445.54㎡ 

 （内訳）校舎敷地（中高共用） 3,924.34㎡ 

          運動場 （中高共用） 3,818.89㎡ 

（高校専用）  8,490.00㎡ 

         その他 （中高共用） 1,212.31㎡ 

 

  

基準 

（運動場）  

  8,400㎡ 



８ 校   舎 変  更  前 

（令和４年度 工事着工前） 

変  更  後 

（令和10年度 収容定員変更 完成時） 

 

 

 

総面積   10,025.65㎡ 

（内訳） 

 専用 共用 合計 

中 学 校 － － － 

高等学校 10,025.65 0 10,025.65 

合  計 10,025.65 0 10,025.65 

 

生徒一人当たり 

    

   高等学校    13.37㎡ 

 
------------------------------------------------------------- 

（校舎面積内訳） 

   普通教室  19室 1,280.38㎡ 

   特別教室  17室 1,753.06㎡ 

   図書室   1室   173.52㎡ 

   保健室   1室   36.94㎡ 

   職員室   2室  220.68㎡ 

   便所    13箇所 

（便器数 大50個、小14個） 

 廊下・階段等   4,021.06㎡ 

   体育館      2,540.01㎡ 

（構造） 

   鉄筋コンクリート造 地上4階建 他 

 

 

総面積    8,268.43㎡ 

（内訳）※各学校の共用面積は合計を生徒数で按分 

 専用 共用 合計 

中 学 校 475.75 2,764.37 3,240.12 

高等学校 1,160.05 7,108.38 8,268.43 

合  計 1,635.80 9,872.75 11,508.55 

 

生徒一人当たり 

   中学校      15.43㎡ 

   高等学校     15.31㎡ 
 ※参考として新設する中学校についても記載 
------------------------------------------------------------ 

（校舎面積内訳） 

   普通教室(高校専用)  17室 1,160.05㎡ 

   特別教室       11室 1,362.50㎡ 

   図書室        2室   285.38㎡ 

   保健室        1室   69.82㎡ 

   職員室        2室  220.68㎡ 

   便所        23箇所 

（便器数 大61個、小28個） 

 廊下・階段等         5,394.36㎡ 

   体育館           2,540.01㎡ 

（構造） 

   鉄筋コンクリート造 地上4階建 他 

 

９ 教職員組織 変  更  前 

 

変  更  後 

（令和10年度 収容定員変更 完成時） 

 

 

 

職名 中学専任 高校専任 兼 任 合 計 

校長  １  １ 

副校長  １  １ 

教頭  ２  ２ 

教員  ４２  ４２ 

養護教諭  ２  ２ 

助手  １  １ 

事務職員  ７  ７ 

学校医等   ３ ３ 

その他     

合計  ５６ ３ ５９ 

 
 

 

職名 中学専任 高校専任 兼 任 合 計 

校長   １ １ 

副校長     

教頭 １ １  ２ 

教員 １７ ３２ ３ ５２ 

養護教諭 １ １  ２ 

助手 １ １  ２ 

事務職員 ２ ５ １ ８ 

学校医等   ３ ３ 

その他     

合計 ２２ ４０ ８ ７０ 

 

 

備   考 

１ 学校法人簡野学園 昭和２６年 ３月１２日設立認可 （東京都） 

２ 法人が設置する学校の名称及び設置認可年月日 

(1）羽田国際高等学校        昭和２３年 ３月１０日設置認可 (東京都) 

（2）簡野学園ふぞく幼稚園      昭和３０年 ２月１４日設置認可 (大田区) 

（3）簡野学園羽田幼児教育専門学校  昭和５１年 ７月 １日設置認可（大田区） 

 

基準 

  3,600㎡ 

基準教員 

16名 


